　　　　　　　　　　　　○○クラブ会則
（名称・構成）
第１条　　この会は、○○町内会を中心とした原則６０歳以上の者で結成し、

○○○　と称する。（以下「本会」という）

（事務所）
第２条　　本会の事務所は、会長宅に置く。
（目的）

第３条　　本会は、地域の絆を深め、会員相互の健康親睦並びに友愛、社会参加を目的にする。
（事業）

第４条　　この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

　　１　講演会・懇親会等の開催

　　２　健康増進に関する活動
　　３　地域社会福祉活動

　　４　日帰り旅行・見学旅行などの開催。

　　５　その他、会員相互の親睦を目的とする行事の開催。

（役員）

第５条　　この会に次の役員を置く　　

　　　　会長　　１名　　

　　　　副会長　２名

　　　　会計　　１名
　　　　監事　　１名

　

第６条　　会長は、会員のなかから、互選によって選出する。副会長・会計・

監事は、会長が委嘱する。

第７条　　役員の職務は次の通りとする。

　　１　会長は、会を代表し、会務を統括する。

　　２　副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。

　　３　会計は、会の経理を司る。

　　４　監事は、会の経理を監査する。

第８条　　役員の任期は、１期２年とする。ただし、再任を妨げない。

　（役員会）

第９条　　この会は、目的達成のため、年１回の総会を開催し、役員会は必要に応じて開催する。ただし必要に応じて、臨時総会を開催することが出来る。
第１０条　　役員会は次の事項を審議する。

　　１　事業計画に関すること

　　２　予算及び決算に関すること
　　３　総会に付議する事項
　　４　その他、会長が必要と認めた事項
第１１条　　総会は次の事項を決定する。
　　１　事業計画・予算・決算に関する事項
　　２　会則の改定・財産処分等・本会に必要な事項

　（会計）

第１２条　　この会の経費は、下記のものにより支弁する。

　　　　　　なお、会員の会費の金額については、総会で決定するものとする。
　　１　会員の会費

　　２　補助金

　　３　寄付金

　　４　その他の収入

第１３条　　この会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

第１４条　　この会に、次の帳簿を備える。

　　１　会則・会員名簿・事業日誌

　　２　会計簿

　　３　その他、必要とする書類綴り

附則　　この会則は、会員の３分の２以上の同意によって改定することが出来る。

　　　　本会則は、令和３年４月１日より施行する。

